
 

社会福祉法人山口育児院 評議員の報酬及び費用弁償規定 

 

（目的）                              

第１条 この規定は、社会福祉法人山口育児院定款第９条の規定に基づき、評議員の報酬 

・費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（報酬の支給） 

第２条 評議員が評議員会に出席したときは、税額控除後３，０００円を報酬として支給 

する。 

                                      

（費用弁償）                            

第３条 評議員が職務に費用を要したときは、その費用弁償を社会福祉法人山口育児院旅 

費規程に準じて支給する。 

２ 前項の費用弁償については、旅費実費、日当、及び必要とした実費とする。 

３ ただし前条の報酬と合わせて各年度の総額が２０万円を超えない範囲で支給する。 

 

附 則 

  この規程は、平成２２年５月１８日から施行する。 

 

附 則 

  平成２９年５月２９日一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社会福祉法人山口育児院 役員報酬及び費用弁償規定 

 

（目的）                              

第１条 この規定は、社会福祉法人山口育児院定款第２３条の規定に基づき、役員の報酬 

・費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。ただし、法人の職員であ る

役員には適用しない。 

                                      

（報酬の支給） 

第２条 役員が理事会に出席したときは、税額控除後３，０００円、法人監査を行ったと 

きは税額控除後５，０００円を報酬として支給する。 

                                      

（費用弁償）                            

第３条 役員が職務に費用を要したときは、その費用弁償を社会福祉法人山口育児院旅 

 費規程に準じて支給する。 

２ 前項の費用弁償については、旅費実費、日当、及び必要とした実費とする。 

 

 

附 則 

  この規程は、平成１８年４月１３日から施行する。 

 

附 則 

  平成２２年５月１８日一部改正 

 

附 則 

  平成２９年５月２９日一部改正 


